
技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成24年３月30日                                                     

 岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第22号 

   技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則 

技能職員等の給与に関する規則（昭和32年岩手県規則第51号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第５ 昇格時号給対応表（第５条関係） 別表第５ 昇格時号給対応表（第５条関係） 

 昇格し 昇格後の号給  昇格し 昇格後の号給 

 た日の  た日の

 前日に 
    

 

 前日に
    

 

 受けて ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級   受けて ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級  

 いた号 

給 

      いた号

給 

     

  ［略］    ［略］  

 68 34   68 33  

 69 34   69 34  

 70 34   70 34  

 71 35   71 34  

 72 35   72 34  

 73 35   73 35  

 74 36   74 35  

 75 36   75 35  

 76 36   76 35  

 77 37   77 36  

 78 37   78 36  

 79 37   79 36  

 80 37   80 36  

 81 38   81 37  

 82 38   82 37  

 83 38   83 37  

 84 38   84 38  

 85 39   85 38  

 86 39   86 38  

 87 39   87 39  

 88 39   88 39  

 89 

 ［略］ 

40   89 

 ［略］ 

39  

  ［略］    ［略］  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 



   附 則 

 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 
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